
 

 

 （例規７１） 

陸幕４第２７５号  

４４．１０．１ 

 

改正 昭和50年12月４日陸幕会第193号   昭和53年１月13日陸幕監理第１号 

昭和53年９月８日陸幕管輸第135号  昭和56年２月18日陸幕管輸第26号 

平成10年３月26日陸幕装計第102号  平成13年３月29日陸幕装計第113号 

平成19年１月９日陸幕法第１号    平成19年３月28日陸幕法第61号 

平成19年３月29日陸幕装計第98号   平成21年２月３日陸幕法第10号 

平成25年８月９日陸幕装計第275号  平成30年３月14日陸幕法第104号 

令和３年３月29日陸幕装計第211号 

 

 

陸上総隊司令官 

各 方 面 総 監 

各 部 隊 長 
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不用決定した物品（供与品を除く。）の売払いについて（通達） 

（装計定第203号） 

 

 

 標記について、別紙「不用決定した物品（供与品を除く。）の売払要領」により実施され

たい。 

 なお、この要領の設定に伴い、関連通達を下記のとおり整理する。 

 

記 

 
１ 陸幕発４第279号（36.8.3）及び陸幕施第190号(41.5.12)は廃止する。 
２ 陸幕武第794号（42.11.24）中、第３項第３号以下は削除し、この通達による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

殿 
陸 上 幕 僚 長 
（ 公 印 省 略 ） 



 

 

別 紙  

不用決定した物品（供与品を除く。）の売払要領 

 

 

１ 方 針  

不用決定した物品（供与品を除く。）は、解体に伴う部隊等の負荷を軽減することを

狙いとして、第２項第７号アに規定する場合を除き、通常、解体することなく売却す

る。この場合において、売払場所の指定、部品等の限定回収等効率的処理に留意する。  

 

２ 実施要領  

(1) 売払場所の指定  

   各方面総監の定めるところによる。ただし、各学校（分校を含む。）及び補給統制

本部にあっては、それぞれの長たる分任物品管理官（以下「管理官」という。）が定

めるものとする。売払場所の指定に当たっては、売払予定品の地域による価格差、輸

送費等を勘案して指定するものとする。  

(2) 部品等の回収  

   回収する部品、付属品及び工具類は、非活動物品の発生防止を狙いとして、支援担

当補給整備部隊等の長が指定するもの（補給統制本部長が指定するものを含む。）及

び管理官が指定する部隊統制品目のみとする。  

(3) 材質別重量区分表等の作成  

売払予定価格の積算を容易、かつ、極力斉一にすることを狙いとして、材質別重量

区分表、標準解体等工数・材料表（以下「材質別重量区分表等」という。）を次の要

領により作成する。  

ア 作成担当等  

  (ｱ) 補給統制本部長は、売払予定品個々の売払（予想）金額、同種又は類似品の数

量及び他の業務との関連を考慮して、計画的に作成するものとし、年度 （又は

これに準ずる）作成計画を各方面総監に通知するものとする。この場合におい

て、各方面総監（各補給処長）はこれに協力するものとする。  

(ｲ) 材質別重量区分表等の作成に当たり、国の他の機関等において作成したものの

うち、利用できるものがある場合は、これを利用することができる。  

イ 様 式  

付紙第１及び付紙第２を基準とする。  

ウ 配 分  

補給統制本部長は作成の都度所要の部数を各方面総監に、１部を陸上幕僚長に送

付するものとする。  

送付を受けた各方面総監は、該当する物品を保有する管理官に配分するものとす

る。  

(4) 売払いに当たっての事務処理  

売払いに当たっての売払要求手続及び管理簿の整理は、付紙第３を基準とする。 

(5) 売払いに当たっての事前措置  

防衛省所管物品管理取扱規則（平成18年防衛庁訓令第115号）第31条によるものと

し、陸上自衛隊の使用する標識、その他の製品の標示、銘板、部隊標示及びこれら



 

 

に類似したものは全て抹消又は除去する。  

(6) 予定価格の算定予定価格の計算は、陸幕会第193号（50．12．４）「売払車両の予

定価格算定要領について（通達）」（例規16）を準用するほか、調達物品等の予定

価格の算定基準に関する訓令（昭和37年防衛庁訓令第35号）の規定による。この場

合において、近傍部隊及び他の方面隊等の前例価格等を考慮する。  

(7) 次のアに掲げる物品（構成品を含む。）は、解体して売り払わなければならない。

この場合においては、前各号によるほか、イからエのとおり実施する。  

ア 対象となる物品  

(ｱ) 防衛専用品（自衛隊の任務遂行のためのみ開発又は調達され使用している装

備品等）  

(ｲ) 防衛専用品以外の物品  

ａ 教育訓練上必要がある物品  

ｂ 法令等で解体をする必要がある物品  

ｃ 解体しなければ売り払うことができない物品  

ｄ その他特に管理官が必要と認める物品（第３号に示す材質別重量区分表等

が作成されておらず、かつ、管理官においても、材質別重量区分ができない

場合を含む。） 

イ 解体等の措置  

(ｱ) 前項に該当する物品（以下「解体対象物品」という。）は、そのまま使用で

きないか又は復元できないよう破壊、切断等の措置を行う。この場合におい

て、保全上必要な部位又は悪用されるおそれのある部位は完全に破壊する。  

(ｲ) 管理官は、解体対象物品の解体の実行確認及び盗難防止のための措置を採る

ものとする。  

(ｳ) 管理官は、第５号及び本号イ(ｱ)の措置を自隊で実施できない場合は、支援担

当野整備部隊の長に支援を依頼できる。また、第５号の措置を除き、解体の作

業を業者に行わせることができる。  

ウ 解体対象物品の解体を業者に行わせる場合の要領  

(ｱ) 管理官は、原則として解体対象物品の解体に係る役務調達要求書と、解体後

に発生する鉄屑等に係る売払請求書に区分して契約担当官に提出するものとす

る。  

ａ 管理官は、解体要領、解体後の鉄屑等の処置、解体の監督・検査要領等の

必要事項を定め、役務調達要求書に記載するものとする。  

ｂ 管理官は、解体対象物品を売払契約に基づき鉄屑等として売払業者に引渡

すまで、当該物品を監督下におかなければならない。 

(ｲ) 管理官は、やむを得ない事情がある場合は、解体対象物品の解体を条件とし

た売払請求書を契約担当官に提出することができる。  

ａ 管理官は、解体要領及び解体の監督・検査要領等の必要事項を定め、売払

請求書に記載するものとする。  

ｂ 管理官は、売払契約の履行に際し、解体に係る一連の作業に立会する等解

体対象物品の解体履行を確認しなければならない。  

(ｳ) 契約担当官の事務処理は、付紙第４を基準とする。  

エ 解体対象物品及びその細部措置要領については別に定めるものとする。  



 

 

 

３ 消耗品及び破棄する物品の措置  

不用決定の必要のない消耗品及び性質上売却に適合せず破棄しなければならない物品

についても、第２項第５号及び同項第７号イの措置を準用するものとする。   

 

 



 

 

付紙第１ 

 

 



 

 

付紙第２ 

 

 
 

 

 

 



 

 

付紙第３ 

 

 



 

 

付紙第４ 

 

 

 

 

 



 

 

属紙 

 

 


